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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】利便性を向上可能な推定装置、推定システム、
推定方法及び推定プログラムを提供する。
【解決手段】推定装置１０は、生体の血流に関する情報
を測定する測定部１１０と、生体の血流が低減された第
１状態における血流に関する情報と、生体の血流が前記
第１状態よりも血流の低減が緩和された第２状態におけ
る血流に関する情報とに基づいて、生体の水分に関する
状態を推定する制御部１２０と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の血流に関する情報を測定する測定部と、
　前記生体の血流が低減された第１状態における前記血流に関する情報と、前記生体の血
流が前記第１状態よりも前記血流の低減が緩和された第２状態における前記血流に関する
情報とに基づいて、前記生体の水分に関する状態を推定する制御部と、
を備える、推定装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記第１状態から前記第２状態に変化した場合における、前記血流に関
する情報に基づき、前記生体の水分に関する状態を推定する、請求項１に記載の推定装置
。
【請求項３】
　前記第１状態から前記第２状態への変化を検知する検知部を備える、請求項２に記載の
推定装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記第１状態から前記第２状態に変化した直後における、前記生体の血
流量の変化に基づき、前記生体の水分に関する状態を推定する、請求項２に記載の推定装
置。
【請求項５】
　前記第２状態は、前記血流が低減された第１状態の前の状態である第３状態と略等しい
状態である、請求項２に記載の推定装置。
【請求項６】
　前記測定部は、光を出力する発光部と、前記生体からの前記光の反射光を受光する受光
部とを備え、
　前記制御部は、前記受光部が受光する前記反射光の受光量に基づいて、前記第２状態が
前記第３状態と略等しいか否かを判定する、請求項５に記載の推定装置。
【請求項７】
　前記生体の水分に関する状態の情報を報知する報知部をさらに備える、請求項１に記載
の推定装置。
【請求項８】
　本体と、
　前記本体に対して押し込み可能な接触部とを備え、
　前記測定部は、前記接触部において、前記血流に関する情報の測定に際して前記生体が
接触する位置に配置される、請求項１に記載の推定装置。
【請求項９】
　前記本体及び前記接触部は、押しボタンスイッチを構成する、請求項８に記載の推定装
置。
【請求項１０】
　推定装置は、入力操作を行うことが可能なボタンを備え、
　前記測定部は、前記ボタンにおいて前記生体が接触する位置に配置される、請求項１に
記載の推定装置。
【請求項１１】
　前記推定装置は、マウス、キーボード、テンキー、操作パッド、ペンタブレット及びス
タイラスペンのうちの少なくともいずれか１つに適用される、請求項１０に記載の推定装
置。
【請求項１２】
　前記測定部は、前記ボタンにおいて、所定の操作が行われる際に、前記生体の血流に関
する情報を測定する、請求項１１に記載の推定装置。
【請求項１３】
　前記推定装置はマウスであり、
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　前記測定部は、前記ボタンにおいて、ドラッグ操作及びドロップ操作が行われる際に、
前記生体の血流に関する情報を測定する、請求項１０に記載の推定装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、前記ドラッグ操作が行われた時間が所定の時間以上である場合に、前記
生体の水分に関する状態を推定する、請求項１３に記載の推定装置。
【請求項１５】
　前記生体の体温を測定する体温測定部を備える、請求項１記載の推定装置。
【請求項１６】
　押し込み可能なボタン部を備え、
　前記測定部は、前記ボタン部に配置される、請求項１に記載の推定装置。
【請求項１７】
　前記ボタン部は、
　プッシュ・トゥ・トーク機能のボタンである、請求項１６に記載の推定装置。
【請求項１８】
　生体の血流に関する情報を測定する測定装置と、
　前記測定装置と通信可能に接続され、前記測定装置から取得した、前記生体の血流が低
減された第１状態における前記血流に関する情報と、前記生体の血流が前記第１状態より
も前記血流の低減が緩和された第２状態における前記血流に関する情報とに基づいて、前
記生体の水分に関する状態を推定する情報処理装置と、
を備える、推定システム。
【請求項１９】
　測定部と制御部とを備える推定装置により実行される推定方法であって、
　前記測定部が、生体の血流に関する情報を測定し、
　前記制御部が、前記測定部が測定した、前記生体の血流が低減された第１状態における
前記血流に関する情報と、前記生体の血流が前記第１状態よりも前記血流の低減が緩和さ
れた第２状態における前記血流に関する情報とに基づいて、前記生体の水分に関する状態
を推定する、推定方法。
【請求項２０】
　コンピュータに、
　生体の血流に関する情報を測定させ、
　前記生体の血流が低減された第１状態における前記血流に関する情報と、前記生体の血
流が前記第１状態よりも前記血流の低減が緩和された第２状態における前記血流に関する
情報とに基づいて、前記生体の水分に関する状態を推定させる、
推定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、推定装置、推定システム、推定方法及び推定プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、脱水状態の判定を行う装置が知られている。例えば、特許文献１には、被検者が
手首に装着して使用する脱水状態判定装置が開示されている。
【０００３】
　特許文献１に開示された脱水状態判定装置は、被測定者により手首に装着され、挙手前
後の手首における血流量の変化に基づいて、脱水状態を判定する。
【０００４】
　また、爪を押した後の、爪下部の皮膚の色が通常の色（赤色やピンク色）に戻る反応時
間から脱水状態を判定する、いわゆる毛細血管再充満時間（ＣＲＴ：Ｃａｐｉｌｌａｒｙ
　Ｒｅｆｉｌｌｉｎｇ　Ｔｉｍｅ）法も知られている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－０５４２１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示された脱水状態判定装置は、脱水状態の測定中にユーザに負荷（例え
ば挙手等）をかけ続けなければならず、判定時間が長くなるとともに、ユーザの負担が大
きかった。
【０００７】
　これに対して上述のＣＲＴ法は、比較的短時間（数秒程度）で測定が完了するとともに
、ユーザに負荷（たとえば挙手など）をかけ続けるものではないため、特許文献１に開示
された脱水状態判定装置よりも簡便で、ユーザの負担が少ない。しかし、このＣＲＴ法で
は、判定者の視覚に頼った脱水状態の判定であるため、必ずしも利便性が高いものではな
い。
【０００８】
　本開示の目的は、利便性を向上可能な推定装置、推定システム、推定方法及び推定プロ
グラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　推定装置の一態様は、測定部と制御部とを備える。前記測定部は、生体の血流に関する
情報を測定する。前記制御部は、前記生体の血流が低減された第１状態における前記血流
に関する情報と、前記生体の血流が前記第１状態よりも前記血流の低減が緩和された第２
状態における前記血流に関する情報とに基づいて、前記生体の水分に関する状態を推定す
る。
【００１０】
　推定システムの一態様は、測定装置と情報処理装置とを備える。前記測定装置は、生体
の血流に関する情報を測定する。前記情報処理装置は、前記測定装置と通信可能に接続さ
れ、前記測定装置から取得した、前記生体の血流が低減された第１状態における前記血流
に関する情報と、前記生体の血流が前記第１状態よりも前記血流の低減が緩和された第２
状態における前記血流に関する情報とに基づいて、前記生体の水分に関する状態を推定す
る。
【００１１】
　推定方法の一態様は、測定部と制御部とを備える推定装置により実行される推定方法で
ある。前記測定部は、生体の血流に関する情報を測定する。前記制御部は、前記測定部が
測定した、前記生体の血流が低減された第１状態における前記血流に関する情報と、前記
生体の血流が前記第１状態よりも前記血流の低減が緩和された第２状態における前記血流
に関する情報とに基づいて、前記生体の水分に関する状態を推定する。
【００１２】
　推定プログラムの一態様は、コンピュータに、生体の血流に関する情報を測定させ、前
記生体の血流が低減された第１状態における前記血流に関する情報と、前記生体の血流が
前記第１状態よりも前記血流の低減が緩和された第２状態における前記血流に関する情報
とに基づいて、前記生体の水分に関する状態を推定させる。
【発明の効果】
【００１３】
　本開示によれば、利便性を向上可能な推定可能な推定装置、推定システム、推定方法及
び推定プログラムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】推定装置の使用状態の一例を示す図である。
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【図２】第１実施形態に係る推定装置の概略構成を示す機能ブロック図である。
【図３】推定装置の一態様を示す図である。
【図４】被検者による押しボタンスイッチの押下操作の一例を模式的に示す図である。
【図５】生体の血流の一例を示す図である。
【図６】生体の血流の一例を示す図である。
【図７】生体の血流と受光部の受光強度との一例を示す図である。
【図８】図２の推定装置による推定処理の一例を示すフローチャートである。
【図９】第２実施形態に係る推定装置の一例を示す外観斜視図である。
【図１０】図９の推定装置の使用状態の一例を示す図である。
【図１１】図９の推定装置の概略構成を示す機能ブロック図である。
【図１２】図９の推定装置による推定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１３】第３実施形態に係る推定システムの概略構成の一例を模式的に示す図である。
【図１４】図１３の推定システムの概略構成を示す機能ブロック図である。
【図１５】図１３の推定システムによる制御手順の一例を示すシーケンス図である。
【図１６】第４実施形態に係る推定システムの概略構成の一例を模式的に示す図である。
【図１７】図１６の推定システムの概略構成を示す機能ブロック図である。
【図１８】図１６の推定装置の使用状態の一例を模式的に示す図である。
【図１９】図１６の推定システムによる制御手順の一例を示すシーケンス図である。
【図２０】第５実施形態に係る推定装置の使用状態の一例を模式的に示す図である。
【図２１】第６実施形態に係る推定装置の一例を示す外観斜視図である。
【図２２】図２１の推定装置による推定処理の一例を示すフローチャートである。
【図２３】第７実施形態に係る推定装置の一態様を示す外観斜視図である。
【図２４】図２３の推定装置を用いたシステム構成の一例を示すシステム構成図である。
【図２５】図２４に示すシステムの概略構成を示す機能ブロック図である。
【図２６】図２３の推定装置が表示する画面の一例を示す概略図である。
【図２７】図２４の推定システムによる制御手順の一例を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本開示の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
　本開示に係る推定装置、推定システム、推定方法及び推定プログラムは、生体の水分に
関する状態を推定するために使用される。まず、本開示に係る推定装置、推定システム、
推定方法及び推定プログラムによる、生体の水分に関する状態の推定の概要について説明
する。
【００１７】
　図１（Ａ）及び（Ｂ）は、推定装置の使用状態の一例を示す図である。推定装置１は、
被検者（推定装置のユーザ）の被検部位において、血流に関する情報を測定する。推定装
置１は、被検者が被検部位を推定装置１に接触させた状態で、被検者（生体）の血流に関
する情報を測定する。
【００１８】
　被検部位は、例えば、被検者の指の腹（指先の指紋がある部分）であってよい。図１（
Ａ）及び（Ｂ）は、被検者が、被検部位である指の腹を推定装置１に接触させた状態を示
している。なお、被検部位は、指の腹に限られない。被検部位は、推定装置１が血流に関
する情報を測定可能な、生体の任意の部位であってよい。例えば、被検部位は、被検者の
額等であってもよい。
【００１９】
　推定装置１は、第１状態及び第２状態における、血流に関する情報を測定する。第１状
態は、生体の血流が低減された状態である。第２状態は、生体の血流が第１状態よりも血
流の低減が緩和された状態である。例えば、図１（Ａ）は、被検部位が第１状態で推定装
置１に接触した様子を模式的に示す。例えば、図１（Ｂ）は、被検部位が第２状態で推定
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装置１に接触した様子を模式的に示す。
【００２０】
　第１状態及び第２状態は、種々の方法で実現され得る。例えば、被検者が指の腹を推定
装置１に押し付けることにより、第１状態が実現される。被検者が、第１状態を実現した
後、指の腹を推定装置１に押し付ける力を弱めることにより、第２状態が実現される。ま
た例えば、推定装置１は、指の腹を接触させて血流に関する情報を取得するための測定部
と、爪側から測定部に指の腹を押し付けるための押圧機構とを備え、押圧機構による押圧
力を変化させることにより、第１状態及び第２状態を実現してもよい。
【００２１】
　推定装置１は、第１状態及び第２状態における血流に関する情報に基づいて、生体の水
分に関する状態を推定する。推定装置１は、第１状態から第２状態に変化した場合におけ
る、血流に関する情報に基づき、生体の水分に関する状態を推定してよい。水分に関する
状態は、例えば、脱水状態である。生体が脱水状態である場合と脱水状態でない場合とで
は、第１状態から第２状態にした場合における、被検部位の血流の変化の態様が異なる。
推定装置１は、この被検部位の血流の変化に基づいて、生体が脱水状態であるか否かを判
定する。推定装置１による具体的な判定方法については、後述する。なお、本実施形態に
おいて、水分に関する状態は脱水状態であるとして、以下説明する。
【００２２】
　次に、具体的な実施形態について説明する。
【００２３】
（第１の実施形態）
　図２は、第１実施形態に係る推定装置１０の概略構成を示す機能ブロック図である。図
２に示すように、推定装置１０は、測定部１１０と、制御部１２０と、記憶部１３０と、
報知部１４０と、検知部１６０とを備える。
【００２４】
　測定部１１０は、被検部位である指の腹が推定装置１０に接触した状態で、被検部位に
おける生体の血流に関する情報を取得する。測定部１１０は、取得した生体の血流に関す
る情報を、制御部１２０に送信できる。
【００２５】
　測定部１１０は、例えば発光部１１１と受光部１１２とを備えていてよい。測定部１１
０は、被検部位に光（測定光）を照射して、被検部位の内部の組織からの反射光（散乱光
）を取得する。測定部１１０は、取得した散乱光の光電変換信号を、制御部１２０に送信
する。
【００２６】
　発光部１１１は、制御部１２０の制御に基づいて測定光を被検部位に照射する。発光部
１１１は、例えば、血液中に含まれる所定の成分を検出可能な波長のレーザ光を、測定光
として被検部位に照射する。発光部１１１は、例えばＬＤ（レーザダイオード：Ｌａｓｅ
ｒ　Ｄｉｏｄｅ）により構成されていてよい。
【００２７】
　受光部１１２は、被検部位からの測定光の散乱光を受光する。受光部１１２は、例えば
、ＰＤ（フォトダイオード：Ｐｈｏｔｏ　Ｄｉｏｄｅ）により構成されていてよい。受光
部１１２が受光した散乱光の光電変換信号は、制御部１２０に送信される。
【００２８】
　検知部１６０は、推定装置１が第１の状態と第２の状態との間の状態変化を検知して制
御部１２０にこの変化を通知する。すなわち、検知部１６０は、ユーザの被検部位への押
し込み状態を電気回路のスイッチのオン／オフの変化として検知し、この変化を電気信号
として出力する。例えば、検知部１６０は、後述するボタン部１２が押し下がり、ボタン
の押下操作が行われると、電気回路のスイッチのオン／オフが変化することにより、推定
装置１が第１の状態と第２の状態との間の状態変化を検知する。なお、検知部１６０は、
例えば、ユーザの被検知部位への押し込み距離が一定以上になった場合に電気回路のスイ
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ッチのオン／オフが変化することにより、推定装置１が第１の状態と第２の状態との間の
状態変化を検知するとしてもよい。
【００２９】
　制御部１２０は、推定装置１０の各機能ブロックをはじめとして、推定装置１０の全体
を制御及び管理する少なくとも１つのプロセッサ１２１を含む。制御部１２０は、制御手
順を規定したプログラムを実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕ
ｎｉｔ）等の少なくとも１つのプロセッサ１２１を含んで構成され、その機能を実現する
。このようなプログラムは、例えば記憶部１３０、又は推定装置１０に接続された外部の
記憶媒体等に格納される。
【００３０】
　種々の実施形態によれば、少なくとも１つのプロセッサ１２１は、単一の集積回路（Ｉ
Ｃ）として、又は複数の通信可能に接続された集積回路ＩＣ及び／又はディスクリート回
路（ｄｉｓｃｒｅｔｅ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ）として実行されてもよい。少なくとも１つの
プロセッサ１２１は、種々の既知の技術に従って実行されることが可能である。
【００３１】
　一実施形態において、プロセッサ１２１は、例えば、関連するメモリに記憶された指示
を実行することによって１以上のデータ計算手続又は処理を実行するように構成された１
以上の回路又はユニットを含む。他の実施形態において、プロセッサ１２１は、１以上の
データ計算手続き又は処理を実行するように構成されたファームウェア（例えば、ディス
クリートロジックコンポーネント）であってもよい。
【００３２】
　種々の実施形態によれば、プロセッサ１２１は、１以上のプロセッサ、コントローラ、
マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジ
タル信号処理装置、プログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲート
アレイ、又はこれらのデバイス若しくは構成の任意の組み合わせ、又は他の既知のデバイ
ス若しくは構成の組み合わせを含み、以下に説明される制御部１２０としての機能を実行
してもよい。
【００３３】
　制御部１２０は、測定部１１０から取得した血流に関する情報に基づき、脱水状態を推
定する。具体的には、制御部１２０は、第１状態及び第２状態における、生体の血流に関
する情報に基づいて、脱水状態を推定する。制御部１２０による脱水状態の推定処理の詳
細については、後述する。
【００３４】
　記憶部１３０は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部１
３０は、各種情報や推定装置１０を動作させるためのプログラム等を記憶する。記憶部１
３０は、ワークメモリとしても機能してもよい。記憶部１３０は、例えば、測定部１１０
により取得されたデータを記憶してよい。また、記憶部１３０は、制御部１２０による脱
水状態の推定に用いられる種々の情報を記憶してもよい。
【００３５】
　報知部１４０は、音、振動、及び画像等で情報を報知する。報知部１４０は、スピーカ
、振動子、及び表示デバイスを備えていてもよい。表示デバイスは、例えば液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、有機ＥＬディスプレ
イ（ＯＥＬＤ：Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ）、又は無機ＥＬディスプレイ（ＩＥＬＤ：Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等とすることができる。報知部１４０は
、例えば生体が脱水状態であると制御部１２０が推定した場合に、制御部１２０の制御に
基づき、脱水状態であることを報知できる。例えば、報知部１４０がスピーカを含んで構
成されている場合、制御部１２０の制御に基づき、脱水状態であることをアラーム音によ
り報知できる。
【００３６】
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　推定装置１０は、種々の形態で実現できる。図３は、推定装置１０を実現した一態様を
示す図である。本実施形態に係る推定装置１０は、例えば図３に示すように、推定装置１
０を押しボタンスイッチとして実現できる。押しボタンスイッチとして構成された推定装
置１０は、台座部１１と、ボタン部１２とを備える。被検者は、ボタン部１２を台座部１
１側に押し込むことにより、ボタンの押下操作を行うことができる。ボタン部１２は、バ
ネを介して台座部１１と結合されており、被検者が所定の押圧力以上の押圧力でボタン部
１２を押し込むことにより、ボタン部１２が押し下がり、ボタンの押下操作が行われる。
なお、ボタン部１２は、バネに代えて又はバネと共に、ゴムその他の弾性体を介して台座
部１１と結合されていてもよい。
【００３７】
　推定装置１０は、図３に示すように押しボタンスイッチとして構成される場合、例えば
ボタン部１２の上面１２ａ側に、測定部１１０を備えることができる。この場合、推定装
置１０は、被検者がボタンの押下の動作（操作）を行う際に生体の血流に関する状態を測
定することにより、第１状態及び第２状態における血流に関する状態を測定できる。
【００３８】
　図４は、被検者による押しボタンスイッチの押下操作の一例を模式的に示す図であり、
押しボタンスイッチの断面を模式的に示す図である。図４（Ａ）に示すように、被検者が
ボタン部１２の上面１２ａに被検部位を接触させてボタンを押し下げた状態では、ボタン
部１２が押し下がった位置（押下位置）に変位し、押しボタンスイッチの弾性力によりボ
タン部１２の上面１２ａから被検部位に押圧力がかかる。これにより、被検部位における
血流が低減され、第１状態が実現される。そして、図４（Ｂ）に示すように、被検者がボ
タン部１２を押圧する力を弱めると、バネの弾性力によって、ボタン部１２が、押下操作
を行う前の元の位置（初期位置）に戻るように変位する。ボタン部１２が、初期位置に戻
った状態で、被検者の被検部位が上面１２ａに接触している場合、被検部位における血流
の低減が第１状態よりも緩和され、第２状態が実現される。つまり、推定装置１０を押し
ボタンスイッチとして構成することにより、被検者が押しボタンスイッチを押下する一連
の操作を行う間に、第１状態と第２状態とが実現される。推定装置１０は、被検者が押し
ボタンスイッチの押下操作を行う間に、生体の血流に関する状態を測定し、生体の脱水状
態を推定できる。
【００３９】
　ここで、推定装置１０による生体の脱水状態の推定処理の詳細について説明する。
【００４０】
　被検者が押しボタンスイッチの押下操作を行う間に、測定部１１０が生体の血流に関す
る情報を測定すると、制御部１２０は、測定部１１０が測定した血流に関する情報に基づ
いて、生体の血流を算出する。
【００４１】
　図５及び図６は、制御部１２０が算出した生体の血流の一例を模式的に示す図である。
図５は、脱水状態ではない（非脱水状態の）生体の血流を示し、図６は、脱水状態の生体
の血流を示す。図５及び図６において、横軸は時間の経過を示し、縦軸は血流量を示す。
すなわち、図５及び図６は、時間の経過に伴う血流量の変化を示す図である。
【００４２】
　図５及び図６は、被検者が、ボタン部１２を押し下げる前にボタン部１２の上面１２ａ
に被検部位を置いて接触させ、その後ボタン部１２を押し下げて、さらにボタン部１２を
押圧する力を弱めて、ボタン部１２を初期位置に変位させた場合の血流量の変化を示す。
【００４３】
　図５及び図６において、時刻ｔ１は、ボタン部１２の押下が開始された時刻である。す
なわち、時刻ｔ１よりも前の時間（押し込み前）では、被検者がボタン部１２の上面１２
ａに被検部位を接触させた状態であり、ボタン部１２が初期位置にある状態である。
【００４４】
　図５及び図６において、時刻ｔ２は、ボタン部１２の押下が完了した時刻である。すな
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わち、時刻ｔ１から時刻ｔ２の間は、ボタン部１２が初期位置から押下位置に変位してい
る状態である。
【００４５】
　図５及び図６において、時刻ｔ３は、ボタン部１２の押下位置から初期位置への変位が
開始された時刻である。つまり、時刻ｔ３は、被検者がボタン部１２への押圧力を弱め始
めた時刻である。時刻ｔ２から時刻ｔ３の間（押し込み中）は、被検者がボタン部１２の
上面１２ａの押し込みを維持した状態であり、ボタン部１２が押下位置にある状態である
。すなわち、押し込み中、被検部位は、血流が低減された第１状態となっている。
【００４６】
　図５及び図６において、時刻ｔ４は、ボタン部１２の押下位置から初期位置への変位が
完了した時刻である。すなわち、時刻ｔ３から時刻ｔ４の間は、ボタン部１２が押下位置
から初期位置に変位している状態である。また、時刻ｔ４よりも後の時間（押し込み後）
では、被検者がボタン部１２の上面１２ａへの被検部位の接触を維持した状態である。押
し込み後においてボタン部１２から被検部位にかかる圧力は、押し込み中にボタン部１２
から被検部位にかかる圧力よりも弱い。そのため、押し込み後は、押し込み中と比較して
被検部位における血流の低減が緩和された、第２状態となっている。
【００４７】
　図５及び図６から読み取れるように、血流量は、押し込み前、押し込み中及び押し込み
後の各時間帯において、時間の経過に伴って、所定の値を中心に細かく振動している。押
し込み中における振動中心の値は、押し込み前及び押し込み後における振動中心の値より
も、低くなっている。これは、押し込み中は、押し込み前及び押し込み後よりも、被検部
位の血管に流れる血流量が少なくなっていることを示す。つまり、押し込み中は、押し込
み前及び押し込み後よりも、被検部位の血管に圧力がかかることにより、血管がつぶれた
状態となり、血管を流れる血流量が減少している。
【００４８】
　図５を参照すると、生体が非脱水状態の場合、第１状態から第２状態に変化した直後、
つまり時刻ｔ４の直後において、血流量は、所定の値を中心に振動し、略一定の値となっ
ている。これに対し、図６を参照すると、生体が脱水状態の場合、第１状態から第２状態
に変化した直後において、血流量は、全体として緩やかに上昇し、やがて所定の値を中心
に振動して、略一定の値となっている。
【００４９】
　このように、生体が非脱水状態の場合、血液に十分な水分が含まれているため、血液の
流動性が高い。そのため、第１状態から第２状態に変化した直後であっても、押し込み前
と略同量の血流量が被検部位の血管に流れやすくなる。なお、ここでいう略同量の血流量
とは、例えば、押し込み前と押し込み後との血流量の振動中心の差異が所定の範囲以内で
ある場合を含んでよい。
【００５０】
　これに対し、生体が脱水状態の場合、非脱水状態の場合と比較して、血液に含まれる水
分の量が少ないため、血液の流動性が低い。そのため、第１状態から第２状態に変化した
直後に、非脱水状態の場合と比較して、押し込み前と略同量の血液量が被検部位の血管に
流れるまでに、より長い時間がかかる。つまり、この場合、第１状態から第２状態に変化
した直後に、被検部位の血管に流れる血液量は、押し込み前の血液量よりも少なくなる。
【００５１】
　このように、生体が脱水状態であるか、非脱水状態であるかに応じて、第１状態から第
２状態に変化した直後に、被検部位の血管に流れる血液量の変化の態様が異なる。そのた
め、制御部１２０は、第１状態から第２状態に変化した直後の血液量に基づいて、生体が
脱水状態であるか、非脱水状態であるかを推定できる。
【００５２】
　具体的には、制御部１２０は、生体が第１状態から第２状態に変化した直後の所定時間
における生体の血流量の変化に基づいて、生体が脱水状態であるか否かを推定してよい。
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所定時間は、例えば予め推定装置１０において設定されていてよい。図５及び図６では、
所定時間を区間Ｐとして示している。制御部１２０は、生体が第１状態から第２状態に変
化した直後の所定時間Ｐにおける血流量の変化の傾き（角度）に基づいて、生体が脱水状
態であるか否かを推定してよい。例えば、制御部１２０は、所定時間Ｐにおける血流量の
変化を、直線で近似する。図５及び図６に示す線分ＡＢは、それぞれ所定時間Ｐにおける
血流量の変化を近似した直線を例示的に示すものである。制御部１２０は、近似した直線
の傾きが所定の角度以上である場合に、生体が脱水状態であると推定してよい。制御部１
２０は、近似した直線の傾きが所定の角度未満である場合に、生体が非脱水状態であると
推定してよい。所定の角度は、例えば、予め記憶部１３０に記憶されていてもよく、被検
者の性質（身長、体重、年齢及び性別等）に応じて適宜設定されてもよい。血液中に含ま
れる水分の量が少ないほど、所定時間Ｐにおける血流量の変化が大きくなるため、制御部
１２０は、近似した直線の傾きが大きいほど、脱水症状の程度が大きいと推定できる。
【００５３】
　また、制御部１２０は、生体が第１状態から第２状態に変化した後、生体の血流量が略
一定になるまでにかかった時間に基づいて、生体が脱水状態であるか否かを推定してよい
。例えば、制御部１２０は、押し込み後の時間帯を所定の長さの時間（微小区間）毎に区
切り、区切られた各時間帯において血流量の変化を直線で近似する。制御部１２０は、近
似した直線の傾きが略水平（例えば直線の傾きが水平に対して所定の角度以下）となるま
での時間の長さに基づいて、生体が脱水状態であるか否かを推定してよい。制御部１２０
は、生体の血流量が略一定になるまでにかかった時間が、所定の長さの時間以上である場
合に、生体が脱水状態であると推定してよい。制御部１２０は、生体の血流量が略一定に
なるまでにかかった時間が、所定の長さの時間未満である場合に、生体が非脱水状態であ
ると推定してよい。血液中に含まれる水分の量が少ないほど、血流量が略一定になるまで
にかかる時間が長くなるため、制御部１２０は、血流量が略一定になるまでにかかった時
間が長いほど、脱水症状の程度が大きいと推定できる。
【００５４】
　なお、制御部１２０は、生体が第１状態から第２状態に変化した直後の時刻、つまり図
５及び図６における時刻ｔ４を、血流量の変化に基づいて、決定できる。図５及び図６に
示すように、ボタン部１２が押下位置から初期位置に変位している時刻ｔ３から時刻ｔ４

の間は、ボタン部１２の上面１２ａと被検部位との接触状態が変化することにより、算出
される血流量がノイズを含む値となる。制御部１２０は、このようにノイズが含まれなく
なった時刻を、生体が第１状態から第２状態に変化した直後の時刻ｔ４であると決定でき
る。
【００５５】
　制御部１２０は、他の方法により、生体が第１状態から第２状態に変化したと判断して
もよい。例えば、制御部１２０は、生体が、押し込み中における第１状態になる前の、押
し込み前における第３状態（血流が低減される前の状態）と略等しい状態となった場合に
、第２状態が実現されたと判断してもよい。制御部１２０は、例えば、受光部１１２にお
ける受光強度に基づいて、生体が第３状態と略等しい状態となったか否かを判断できる。
【００５６】
　図７は、生体の血流と受光部１１２の受光強度との一例を示す図である。図７において
、横軸は時間の経過を示す。図７には、血流量と、受光部１１２における受光強度との時
間経過に伴う変化が示されている。すなわち、縦軸は、血流量と受光強度とを示す。図７
において、時刻ｔ１乃至ｔ４は、それぞれ図５及び図６のｔ１乃至ｔ４に対応する。
【００５７】
　被検部位からボタン部１２の上面１２ａに対する押圧力が変化すると、被検部位におけ
る生体の組織（血液量）が変化し、これに伴って生体における測定光の反射態様も変化す
る。そのため、被検部位からボタン部１２の上面１２ａに対する押圧力が変化すると、受
光部１１２が受光する反射光の受光強度も変化する。
【００５８】
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　図７に示すように、押し込み中の受光強度は、押し込み前の受光強度よりも高くなる。
被検者が、ボタン部１２への押圧を弱め、生体が第２状態に移行すると、受光強度は低く
なる。制御部１２０は、受光強度が、高くなった後、再び押し込み前と略等しい水準まで
下がった場合に、第２状態が実現されたと判定できる。ここで、受光強度が略等しい場合
は、受光強度を直線に近似した場合における、第３状態及び第２状態の受光強度が示す値
の差が所定の範囲内である場合を含んでよい。受光強度が略等しい場合は、第３状態及び
第２状態のそれぞれにおける受光強度の平均値の差が所定の範囲内である場合を含んでよ
い。制御部１２０は、このようにして、第２状態が実現されたことを判断し、第２状態が
開始された時刻を、生体が第１状態から第２状態に変化した直後の時刻ｔ４であると決定
できる。
【００５９】
　図８は、推定装置１０による推定処理の一例を示すフローチャートである。図８に示す
フローチャートは、例えば被検者が押しボタンスイッチの押下操作を行う際に実行される
。
【００６０】
　推定装置１０は、測定部１１０において、第１状態における血流に関する情報を測定す
る（ステップＳ１０１）。上述の例では、推定装置１０は、被検者が押しボタンスイッチ
を押しこんだ状態における、血流に関する情報を測定する。
【００６１】
　推定装置１０は、測定部１１０において、第２状態における血流に関する情報を測定す
る（ステップＳ１０２）。上述の例では、推定装置１０は、被検者が押しボタンスイッチ
への押し込みを弱めた、押し込み後における血流に関する情報を測定する。
【００６２】
　推定装置１０は、ステップＳ１０１及びＳ１０２で測定した血流に関する情報に基づき
、生体の血流を算出する（ステップＳ１０３）。算出される血流の一例は、図５及び図６
に示した通りである。
【００６３】
　推定装置１０は、第１状態及び第２状態における血流に基づいて、生体の水分に関する
情報を推定する（ステップＳ１０４）。具体的には、上述したように、推定装置１０は、
第１状態から第２状態に変化した直後における生体の血流量の変化に基づき、生体の脱水
状態を推定できる。
【００６４】
　このように、本実施形態に係る推定装置１０は、第１状態と第２状態とにおける血流に
関する情報に基づいて、生体の水分に関する状態を推定できる。推定装置１０は、被検者
が常時装着する、いわゆるウェアラブルデバイスではないため、被検者に対して、装置を
常時装着する煩わしさ及び装着の不快感等を与えることがない。また、推定装置１０は、
ウェアラブルデバイスではないため、装置と被検者との接触状態が変化するものではなく
、血流に関する情報の測定に際して、体動ノイズが測定結果に影響を与えることがない。
また、被検者は、被検部位における血流の程度を第１状態及び第２状態とすることにより
、推定装置１０を用いて、簡単に脱水状態を知ることができる。また、本実施形態に係る
推定装置１０は、ボタンを押圧した後に押圧力を緩めることにより、第１状態と及び第２
状態とを切り替えて被検部位における血流の程度を変化させるものであるため、従来技術
のように脱水状態の測定中に挙手し続ける必要もなく、短時間で測定でき、ユーザの負担
も軽減することができる。これらにより、推定装置１０によれば、利便性が向上する。
【００６５】
　第１実施形態に係る推定装置１０は、生体の水分に関する状態を推定するための専用の
装置として構成することができ、あるいは、多様な装置に組み込んで構成することもでき
る。例えば、推定装置１０は、テレビ等の家電製品用のリモコンのボタンとして構成する
ことができる。例えば、推定装置１０は、照明器具等のオン／オフを行うためのボタンと
して構成することができる。例えば、推定装置１０は、携帯電話機等の電子機器における
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機械的な押しボタンとして構成することができる。例えば、推定装置１０は、目覚まし時
計のアラームを停止させるボタンとして構成することができる。また、例えば、推定装置
１０は、ノック式ボールペンのノック部として構成されていてもよい。このように、推定
装置１０を日常的に使用する装置に組み込んで構成することにより、被検者は、日常生活
で行う動作（例えばテレビの電源をオン／オフする等）を通して、推定装置１０に水分に
関する状態を推定させることができる。これにより、被検者は、意識しなくても、自分の
水分に関する状態を推定させることができる。
【００６６】
　また、第１実施形態では、推定装置１０を押しボタンスイッチに適用した場合を例に説
明したが、本開示はこのような適用に限定されない。すなわち、推定装置１０を、スマー
トホン、トランシーバ、ゲーム機、音楽プレーヤ、カメラ、ビデオカメラ、タブレット、
パーソナルコンピュータ、ヘルメット、電灯その他の各種スイッチ、衣類又は帽子等、そ
の他任意の物品に適用してよい。
【００６７】
（第２実施形態）
　図９は、第２実施形態に係る推定装置２０の一例を示す外観斜視図である。図９に示す
ように、推定装置２０は、例えば直方体形状であってよい。推定装置２０は、１つの側面
に、被検者が指を挿入するための挿入孔２１を有する。推定装置２０は、被検者が指を挿
入孔２１から推定装置２０内に挿入した状態において、生体の水分に関する状態の推定処
理を実行する。
【００６８】
　図１０は、推定装置２０の使用状態の一例を示す図である。図１０は、図９におけるＡ
－Ａ断面を模式的に示す図であり、被検者が挿入孔２１に指を挿入した状態を示す図であ
る。推定装置２０は、外観が概略箱形状の直方体の筐体２０Ａとなっている。この筐体２
０Ａは、挿入孔２１が開口している以外はユーザの指先Ｆをほぼ覆う構造となっている。
この筐体は、外部からの光がノイズとして測定部１１０に入射することを低減できる。も
ちろん推定装置２０の形状は箱形状の立方体に限定されるものではなく、丸形状、楕円形
状、曲面形状、任意の多面体又はこれらを任意に組み合わせた形状であってもよい。被検
者が挿入孔２１に指先Ｆを挿入した状態において被検部位（指の腹）が接触する挿入孔２
１内の面（接触面）には、測定部１１０が配置される。挿入孔２１内において、接触面に
対向する面、つまり被検者が挿入孔２１に指先Ｆを挿入した状態において爪が接触する面
には、押圧部１５０が配置される。
【００６９】
　図１１は、第２実施形態に係る推定装置２０の概略構成を示す機能ブロック図である。
図１１に示すように、推定装置２０は、測定部１１０と、制御部１２０と、記憶部１３０
と、報知部１４０と、押圧部１５０と、検知部１６０とを備える。
【００７０】
　押圧部１５０は、制御部１２０の制御に基づいて、挿入孔２１に挿入された被検者の指
先Ｆを、接触面側に押圧するための機構である。押圧部１５０は、例えばアクチュエータ
の制御により、被検者の指先Ｆを接触面側に押圧できる。本実施形態に係る推定装置２０
は、押圧部１５０による押圧力を調整することにより、被検部位の第１状態及び第２状態
を実現できる。すなわち、制御部１２０の制御により、押圧部１５０は、所定の圧力で指
先Ｆを押圧して第１状態を実現し、その後、押圧力を弱めることによって第２状態を実現
する。
【００７１】
　本実施形態において、測定部１１０、制御部１２０、記憶部１３０、報知部１４０及び
検知部１６０が有する機能は、上記押圧部１５０の制御に関する点を除いて、第１実施形
態と同様であるため、ここでは詳細な説明を省略する。
【００７２】
　図１２は、推定装置２０による推定処理の一例を示すフローチャートである。推定装置



(13) JP 2018-108278 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

２０は、例えば被検者が挿入孔２１に指先Ｆを挿入したと判断した場合に、自動的に図１
２に示すフローを開始してもよい。推定装置２０は、例えば、被検者が操作入力を行うこ
とが可能な入力部を備える場合、被検者による所定の操作入力が行われた場合に、図１２
に示すフローを開始してもよい。
【００７３】
　まず、推定装置２０は、押圧部１５０により、第１の圧力で指先Ｆを押圧する（ステッ
プＳ２０１）。第１の圧力は、被検部位が第１状態となる圧力である。
【００７４】
　推定装置２０は、測定部１１０において、第１状態における血流に関する情報を測定す
る（ステップＳ２０２）。
【００７５】
　次に、推定装置２０は、押圧部１５０により、第２の圧力で指先Ｆを押圧する（ステッ
プＳ２０３）。第２の圧力は、被検部位が第２状態となる圧力である。
【００７６】
　推定装置２０は、測定部１１０において、第２状態における血流に関する情報を測定す
る（ステップＳ２０４）。
【００７７】
　推定装置２０は、ステップＳ２０２及びＳ２０４で取得した血流に関する情報に基づき
、生体の血流を算出する（ステップＳ２０５）。
【００７８】
　推定装置２０は、第１状態及び第２状態における血流に基づいて、生体の水分に関する
情報を推定する（ステップＳ２０６）。
【００７９】
　図１２に示すフローにおいて、ステップＳ２０２、Ｓ２０４、Ｓ２０５及びＳ２０６は
、それぞれ図８におけるステップＳ１０１、Ｓ１０２、Ｓ１０３及びＳ１０４に対応する
。
【００８０】
　本実施形態に係る推定装置２０は、被検者が自ら押圧する動作を行うことなく、押圧部
１５０により、第１状態及び第２状態が実現される。すなわち、被検者は、指先Ｆを挿入
孔２１に挿入することにより、推定装置２０を用いて、簡単に脱水状態を知ることができ
る。そのため、本実施形態に係る推定装置２０は、前述の第１の実施形態に係る推定装置
１０と同様の効果を得ることができる。また、本実施形態に係る推定装置２０は、筐体２
０Ａが挿入孔２１が開口している以外はユーザの指先Ｆをほぼ覆う構造となっていて、外
部からの光がノイズとして測定部１１０に入射することを低減することができるため、測
定部１１０の測定制度を向上させることができる。このようにして、推定装置２０によれ
ば、利便性が向上する。
【００８１】
（第３実施形態）
　図１３は、第３実施形態に係る推定システム３０の概略構成の一例を模式的に示す図で
ある。推定システム３０は、測定装置２００と、情報処理装置３００と、端末装置４００
とを備える。情報処理装置３００は、有線、無線、又は有線と無線との組合せにより、測
定装置２００及び端末装置４００と通信可能に接続されている。また、測定装置２００と
端末装置４００とが直接通信可能であってもよい。また、測定装置２００と、情報処理装
置３００と、端末装置４００とを相互に接続するネットワークは、インターネットや無線
ＬＡＮなどであってよい。
【００８２】
　測定装置２００は、生体の血流に関する情報を測定する装置である。測定装置２００は
、例えば図３に示した装置のように押しボタンスイッチとして構成されていてよい。測定
装置２００は、測定した生体の血流に関する情報を、情報処理装置３００に送信してよい
。
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【００８３】
　情報処理装置３００は、例えばコンピュータ等のサーバ装置として構成されることがで
きる。情報処理装置３００は、測定装置２００から取得した血流に関する情報に基づき、
生体の水分に関する状態を推定してよい。情報処理装置３００は、推定した水分に関する
状態を記憶してよい。情報処理装置３００は、推定した水分に関する状態の情報を、端末
装置４００に送信してよい。情報処理装置３００は、例えば生体が脱水状態であると推定
した場合に、その旨を通知する情報を端末装置４００に送信してよい。
【００８４】
　端末装置４００は、例えばパーソナルコンピュータ、スマートフォン又はタブレット等
として構成されてよい。端末装置４００は、例えば、被検者が所有するものであってよい
。端末装置４００は、例えば、被検者の親族又は被検者の担当医等、被検者と所定の関係
を有する者が所有するものであってもよい。端末装置４００は、情報処理装置３００から
取得した水分に関する状態の情報を、表示画面に表示してよい。端末装置４００は、生体
が脱水状態であることを示す情報を情報処理装置３００から取得した場合に、その旨を端
末装置４００の所有者に報知してもよい。
【００８５】
　図１４は、推定システム３０の概略構成を示す機能ブロック図である。上述のように、
推定システム３０は、測定装置２００と、情報処理装置３００と、端末装置４００とを備
える。
【００８６】
　測定装置２００は、測定部２１０と、制御部２２０と、記憶部２３０と、通信部２４０
と、検知部２６０とを備える。測定装置２００は、例えば押しボタンスイッチとして構成
され、被検者は、第１実施形態で説明したように、押しボタンスイッチの押下操作によっ
て、測定装置２００に、血流に関する情報を測定させることができる。
【００８７】
　測定部２１０は、発光部２１１と受光部２１２とを備える。測定部２１０、発光部２１
１及び受光部２１２の各機能は、それぞれ第１実施形態における測定部１１０、発光部１
１１及び受光部１１２の各機能と同様であるため、ここでは詳細な説明を省略する。
【００８８】
　制御部２２０は、測定装置２００の各機能ブロックをはじめとして、測定装置２００の
全体を制御及び管理する少なくとも１つのプロセッサ２２１を含む。制御部２２０は、制
御手順を規定したプログラムを実行するＣＰＵ等の少なくとも１つのプロセッサ２２１を
含んで構成され、その機能を実現する。このようなプログラムは、例えば記憶部２３０、
又は測定装置２００に接続された外部の記憶媒体等に格納される。プロセッサ２２１は、
例えば第１実施形態で示したプロセッサ１２１と同様の構成であってよいため、ここでは
詳細な説明を省略する。制御部２２０は、測定部２１０の制御を行い、生体の血流に関す
る情報を取得する。
【００８９】
　記憶部２３０は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部２
３０は、各種情報や測定装置２００を動作させるためのプログラム等を記憶する。記憶部
２３０は、ワークメモリとしても機能してもよい。記憶部２３０は、例えば、測定部２１
０により取得されたデータを記憶してよい。
【００９０】
　通信部２４０は、情報処理装置３００と有線通信若しくは無線通信、又は有線通信及び
無線通信の組合せの通信を行うことにより、各種情報の送受信を行う。例えば、通信部２
４０は、測定装置２００が測定した生体の血流に関する情報を情報処理装置３００に送信
する。
【００９１】
　検知部２６０が有する機能は、第１実施形態における検知部１６０と同様であるため、
ここでは詳細な説明を省略する。
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【００９２】
　情報処理装置３００は、制御部３２０と、記憶部３３０と、通信部３４０とを備える。
【００９３】
　制御部３２０は、情報処理装置３００の各機能ブロックをはじめとして、情報処理装置
３００の全体を制御及び管理する少なくとも１つのプロセッサ３２１を含む。制御部３２
０は、制御手順を規定したプログラムを実行するＣＰＵ等の少なくとも１つのプロセッサ
３２１を含んで構成され、その機能を実現する。このようなプログラムは、例えば記憶部
３３０、又は情報処理装置３００に接続された外部の記憶媒体等に格納される。プロセッ
サ３２１は、例えば第１実施形態で示したプロセッサ１２１と同様の構成であってよいた
め、ここでは詳細な説明を省略する。制御部３２０は、測定装置２００から取得した、血
流に関する情報に基づいて、生体の水分に関する状態を推定する。
【００９４】
　記憶部３３０は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部３
３０は、各種情報や情報処理装置３００を動作させるためのプログラム等を記憶する。記
憶部３３０は、ワークメモリとしても機能してもよい。記憶部３３０は、例えば、測定装
置２００から取得した生体の血流に関する情報、及び情報処理装置３００が推定した生体
の水分に関する状態を記憶してよい。記憶部３３０は、制御部３２０による脱水状態の推
定に用いられる種々の情報を記憶してもよい。
【００９５】
　通信部３４０は、測定装置２００及び端末装置４００と有線通信若しくは無線通信、又
は有線通信及び無線通信の組合せの通信を行うことにより、各種情報の送受信を行う。例
えば、通信部３４０は、測定装置２００から、生体の血流に関する情報を受信する。また
、例えば、通信部３４０は、情報処理装置３００が推定した生体の水分に関する状態の情
報を端末装置４００に送信する。
【００９６】
　端末装置４００は、制御部４２０と、記憶部４３０と、通信部４４０と、入力部４５０
と、報知部４６０とを備える。
【００９７】
　制御部４２０は、端末装置４００の各機能ブロックをはじめとして、端末装置４００の
全体を制御及び管理する少なくとも１つのプロセッサ４２１を含む。制御部４２０は、制
御手順を規定したプログラムを実行するＣＰＵ等の少なくとも１つのプロセッサ４２１を
含んで構成され、その機能を実現する。このようなプログラムは、例えば記憶部４３０、
又は端末装置４００に接続された外部の記憶媒体等に格納される。プロセッサ４２１は、
例えば第１実施形態で示したプロセッサ１２１と同様の構成であってよいため、ここでは
詳細な説明を省略する。制御部４２０は、情報処理装置３００から取得した水分に関する
状態の情報を、表示画面に表示してよい。端末装置４００は、生体が脱水状態であること
を示す情報を情報処理装置３００から取得した場合に、その旨を端末装置４００の所有者
に報知してもよい。
【００９８】
　記憶部４３０は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部４
３０は、各種情報や端末装置４００を動作させるためのプログラム等を記憶する。記憶部
４３０は、ワークメモリとしても機能してもよい。記憶部４３０は、例えば、情報処理装
置３００から取得した生体の水分に関する状態の情報を記憶してよい。
【００９９】
　通信部４４０は、情報処理装置３００と有線通信若しくは無線通信、又は有線通信及び
無線通信の組合せの通信を行うことにより、各種情報の送受信を行う。例えば、通信部４
４０は、情報処理装置３００から、生体の水分に関する状態の情報を受信する。
【０１００】
　入力部４５０は、端末装置４００のユーザからの操作入力を受け付けるものであり、例
えば、操作ボタン（操作キー）から構成される。入力部４５０をタッチパネルにより構成
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し、表示デバイスの一部にユーザからの操作入力を受け付ける操作キーを表示して、ユー
ザによるタッチ操作入力を受け付けてもよい。
【０１０１】
　報知部４６０は、音、振動、及び画像等で情報を報知する。報知部４６０は、スピーカ
、振動子、及び表示デバイスを備えていてもよい。表示デバイスは、例えば液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、有機ＥＬディスプレ
イ（ＯＥＬＤ：Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ）、又は無機ＥＬディスプレイ（ＩＥＬＤ：Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等とすることができる。報知部４６０は
、例えば生体の水分に関する状態を報知する。報知部４６０は、例えば生体が脱水状態で
あることを報知してもよい。
【０１０２】
　図１５は、推定システム３０による制御手順の一例を示すシーケンス図である。図１５
に示すシーケンス図における処理は、例えば被検者が押しボタンスイッチの押下操作を行
う際に実行される。
【０１０３】
　測定装置２００は、被検者による押しボタンスイッチの押し込み中に、測定部２１０に
おいて、第１状態における血流に関する情報を測定する（ステップＳ３０１）。
【０１０４】
　測定装置２００は、被検者による押しボタンスイッチの押し込み後に、測定部２１０に
おいて、第２状態における血流に関する情報を測定する（ステップＳ３０２）。
【０１０５】
　測定装置２００は、ステップＳ３０１及びＳ３０２で取得した第１状態及び第２状態に
おける血流に関する情報を、情報処理装置３００に送信する（ステップＳ３０３）。
【０１０６】
　情報処理装置３００は、測定装置２００から第１状態及び第２状態における血流に関す
る情報を取得すると、取得した血流に関する情報に基づき、生体の血流を算出する（ステ
ップＳ３０４）。
【０１０７】
　情報処理装置３００は、第１状態及び第２状態における血流に基づいて、生体の水分に
関する状態を推定する（ステップＳ３０５）。具体的には、第１実施形態で説明したよう
に、情報処理装置３００は、第１状態から第２状態に変化した直後における生体の血流量
の変化に基づき、生体の脱水状態を推定できる。
【０１０８】
　情報処理装置３００は、推定した生体の水分に関する状態の情報を、端末装置４００に
送信する（ステップＳ３０６）。情報処理装置３００による情報の送信先となる端末装置
４００の情報は、例えば予め情報処理装置３００に登録されていてもよい。
【０１０９】
　端末装置４００は、情報処理装置３００から生体の水分に関する状態の情報を取得する
と、生体の水分に関する状態の情報を、報知部４６０から報知する（ステップＳ３０７）
。
【０１１０】
　情報処理装置３００は、例えばステップＳ３０５において生体が脱水状態であると推定
した場合に、ステップＳ３０６において、生体が脱水状態である旨の情報を送信してもよ
い。この場合、端末装置４００は、ステップＳ３０７において、生体が脱水状態であるこ
とを示すアラームを報知してもよい。生体が脱水状態であることを示すアラームは、例え
ば、水分を補給することを促す通知を含んでいてもよい。
【０１１１】
　なお、本実施形態では、情報処理装置３００が、生体の水分に関する状態を推定すると
説明したが、例えば測定装置２００が、生体の水分に関する状態を推定してもよい。この



(17) JP 2018-108278 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

場合、測定装置２００は、推定した生体の水分に関する状態の情報を、情報処理装置３０
０に送信する。
【０１１２】
　本実施形態に係る推定システム３０によれば、第１実施形態に係る推定装置１０と同様
の効果が得られる。すなわち、測定装置２００は、ウェアラブルデバイスではないため、
被検者に対して、装置を常時装着する煩わしさ及び装着の不快感等を与えることがない。
また、測定装置２００は、ウェアラブルデバイスではないため、装置と被検者との接触状
態が変化するものではなく、血流に関する情報の測定に際して、体動ノイズが測定結果に
影響を与えることがない。また、本実施形態に係る推定システム３０によれば、被検者は
、被検部位における血流の程度を第１状態及び第２状態とすることにより、測定装置２０
０を用いて血流を測定し、端末装置４００を通じて簡単に脱水状態を知ることができる。
これらにより、推定システム３０によれば、利便性が向上する。
【０１１３】
　また、本実施形態に係る推定システム３０において、端末装置４００が、被検者が所有
する端末装置である場合には、端末装置４００における報知により、被検者は、自らの水
分に関する状態を知ることができる。端末装置４００が、被検者の親族又は担当医等であ
る場合には、これらの親族又は担当医等が、被検者の水分に関する状態を知ることができ
る。
【０１１４】
　第３実施形態において、情報処理装置３００は、端末装置４００と通信すると説明した
が、必ずしも通信する対象が端末装置４００でなくてもよい。情報処理装置３００は、例
えば、所定の機能を有する電子機器と通信を行ってもよい。具体的には、情報処理装置３
００は、例えば部屋の温度を調節する機能を有するエアコンディショナ等であってよい。
エアコンディショナは、例えば、被検者の居住空間に設置されている。情報処理装置３０
０がエアコンディショナである場合、情報処理装置３００は、被検者が脱水状態であると
推定すると、被検者が脱水状態である旨の情報をエアコンディショナに送信する。エアコ
ンディショナは、被検者が脱水状態である旨の情報を取得すると、例えば自動的に起動し
て、部屋の温度を下げる等してよい。これにより、推定システムは、被検者が脱水状態で
あると推定される場合に、自動的に部屋の温度を下げるように制御を行い、被検者の脱水
症状を緩和しやすくなる。
【０１１５】
（第４実施形態）
　図１６は、第４実施形態に係る推定システム４０の概略構成の一例を模式的に示す図で
ある。推定システム４０は、推定装置５００と、情報処理装置３００と、端末装置４００
とを備える。情報処理装置３００は、有線、無線、又は有線と無線との組合せにより、推
定装置５００及び端末装置４００と通信可能に接続されている。
【０１１６】
　推定装置５００は、生体の血流に関する情報を測定し、生体の水分に関する状態を推定
する装置である。本実施形態において、推定装置５００は、非接触で生体の体温を測定す
る非接触体温計を有している。推定装置５００は、推定した生体の水分に関する状態の情
報を、情報処理装置３００に送信してよい。なお、本実施形態において、推定装置５００
は、接触して生体の体温を測定する接触体温計を有していてもよい。
【０１１７】
　推定装置５００は、本体５０１と、接触部５０２とを備える。本体５０１は、各種情報
を表示する表示部５６０を備える。推定装置５００は、接触部５０２が被検部位に接触し
た状態で、生体の血流に関する情報を測定する。接触部５０２は、バネを介して本体５０
１と結合されており、所定の押圧力以上の押圧力で被検部位に接触すると、被検部位によ
り本体５０１側に押し込まれる。これにより、推定装置５００において、第１実施形態に
おけるボタン部１２の押下操作と同様の動作が行われる。
【０１１８】



(18) JP 2018-108278 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

　図１７は、推定システム４０の概略構成を示す機能ブロック図である。推定システム４
０は、推定装置５００と、情報処理装置３００と、端末装置４００とを備える。
【０１１９】
　推定装置５００は、血流測定部５１０と、制御部５２０と、記憶部５３０と、通信部５
４０と、体温測定部５５０と、表示部５６０と、検知部５７０とを備える。
【０１２０】
　血流測定部５１０は、発光部５１１と受光部５１２とを備える。血流測定部５１０、発
光部５１１及び受光部５１２の各機能は、それぞれ第１実施形態における測定部１１０、
発光部１１１及び受光部１１２の各機能と同様であるため、ここでは詳細な説明を省略す
る。
【０１２１】
　血流測定部５１０は、接触部５０２の被検部位と接触する位置（つまり接触部５０２の
先端部分）に配置される。推定装置５００は、上述した本体５０１と接触部５０２との機
構により、第１実施形態で示した押しボタンスイッチと同様の原理で、生体の第１状態及
び第２状態を実現できる。推定装置５００は、第１状態及び第２状態において、生体の血
流に関する情報を測定できる。
【０１２２】
　体温測定部５５０は、例えば接触部５０２内に備えられる。体温測定部５５０は、非接
触で生体の体温を測定する機能を有する。体温測定部５５０は、任意の公知の非接触体温
計と同様の構成を有していてよい。体温測定部５５０は、例えば生体から放射される赤外
線を計測し、赤外線エネルギーを体温に換算することにより、非接触で生体の体温を測定
する。
【０１２３】
　制御部５２０は、推定装置５００の各機能ブロックをはじめとして、推定装置５００の
全体を制御及び管理する少なくとも１つのプロセッサ５２１を含む。制御部５２０は、制
御手順を規定したプログラムを実行するＣＰＵ等の少なくとも１つのプロセッサ５２１を
含んで構成され、その機能を実現する。このようなプログラムは、例えば記憶部５３０、
又は推定装置５００に接続された外部の記憶媒体等に格納される。プロセッサ５２１は、
例えば第１実施形態で示したプロセッサ１２１と同様の構成であってよいため、ここでは
詳細な説明を省略する。
【０１２４】
　制御部５２０は、血流測定部５１０の制御を行い、生体の血流に関する情報を取得する
。また、制御部５２０は、生体の血流に関する情報に基づいて、生体の水分に関する状態
を推定する。また、制御部５２０は、体温測定部５５０の制御を行い、生体の体温を取得
する。制御部５２０は、推定した水分に関する状態及び体温に関する情報を、表示部５６
０に表示してよい。
【０１２５】
　記憶部５３０は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部５
３０は、各種情報や推定装置５００を動作させるためのプログラム等を記憶する。記憶部
５３０は、ワークメモリとしても機能してもよい。記憶部５３０は、例えば、血流測定部
５１０及び体温測定部５５０により取得されたデータを記憶してよい。
【０１２６】
　通信部５４０は、情報処理装置３００と有線通信若しくは無線通信、又は有線通信及び
無線通信の組合せの通信を行うことにより、各種情報の送受信を行う。例えば、通信部５
４０は、推定装置５００が推定した生体の水分に関する状態の情報を情報処理装置３００
に送信する。
【０１２７】
　表示部５６０は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、又は無機ＥＬディスプレ
イ等の周知のディスプレイにより構成される表示デバイスである。表示部５６０は、例え
ば制御部５２０の制御により、推定した水分に関する状態の情報及び体温に関する情報を
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表示する。
【０１２８】
　検知部５７０が有する機能は、第１実施形態における検知部１６０と同様であるため、
ここでは詳細な説明を省略する。
【０１２９】
　情報処理装置３００は、推定装置５００から水分に関する状態の情報及び体温に関する
情報を取得する。情報処理装置３００は、例えば、取得した水分に関する状態の情報及び
体温に関する情報を記憶部３３０に記憶してよい。情報処理装置３００は、例えば、取得
した水分に関する状態の情報及び体温に関する情報を端末装置４００に送信してよい。情
報処理装置３００が備える機能ブロックは、第３実施形態と同様であるため、ここでは詳
細な説明を省略する。
【０１３０】
　端末装置４００は、情報処理装置３００から水分に関する状態の情報及び体温に関する
情報を取得する。端末装置４００は、例えば、取得した水分に関する状態の情報及び体温
に関する情報を記憶部４３０に記憶してよい。端末装置４００は、例えば、取得した水分
に関する状態の情報及び体温に関する情報を報知部４６０から報知してよい。端末装置４
００が備える機能ブロックは、第３実施形態と同様であるため、ここでは詳細な説明を省
略する。
【０１３１】
　図１８（Ａ）及び（Ｂ）は、推定装置５００の使用状態の一例を模式的に示す図である
。推定装置５００は、例えば乳幼児用の血流及び体温を測定するための装置である。例え
ば、推定装置５００は、乳幼児の保護者により操作されることによって、当該乳幼児の血
流及び体温を測定する。保護者は、例えば、推定装置５００を用いて乳幼児の脱水状態を
推定させる場合、推定装置５００を手に持って、被検部位である乳幼児の額に接触部５０
２を当てることによって、推定装置５００に血流の測定を実行させる。
【０１３２】
　保護者は、例えば、推定装置５００を操作することにより、脱水状態を推定させるため
のモードを起動する。そして、保護者は、図１８（Ａ）に一例として示すように、推定装
置５００の接触部５０２を、乳幼児の額に接触させる。このとき、表示部５６０には、例
えば「測定準備完了　額に押し込んで下さい」等のように、推定装置５００を被検部位に
押し込むことを促す指示が表示される。
【０１３３】
　保護者は、例えば表示部５６０に表示された指示に従って、図１８（Ｂ）に一例として
示すように、推定装置５００を乳幼児の額に押し込む。これにより、接触部５０２が本体
５０１側に押し下がる。また、押し込みにより乳幼児の額の血管が押圧され、血流が低減
された第１状態が実現される。この状態で、推定装置５００は、生体（乳幼児）の第１状
態における血流に関する情報を測定する。血流に関する情報の測定中、表示部５６０には
、例えば「しばらくお待ちください」等のように、第１状態を維持させるための指示が表
示される。第１状態における血流に関する情報の測定が完了すると、表示部５６０には、
例えば、「元に戻して下さい」等のように、押圧を弱めることを促す指示が表示される。
【０１３４】
　保護者は、例えば表示部５６０に表示された指示に従って、図１８（Ａ）に一例として
示すように、推定装置５００の額への押し込みを弱める。これにより、接触部５０２が、
本体５０１に対して、押圧される前の元の位置に戻る。これにより、乳幼児の額の血管の
押圧が緩和され、第２状態が実現される。この状態で、推定装置５００は、生体の第２状
態における血流に関する情報を測定する。血流に関する情報の測定中、表示部５６０には
、例えば「しばらくお待ちください」等のように、第２状態を維持させるための指示が表
示される。
【０１３５】
　第２状態における血流に関する情報の測定が完了すると、推定装置５００は、取得した
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第１状態及び第２状態における血流に関する情報に基づき、生体の水分に関する状態を推
定する。水分に関する状態の推定方法の詳細については、第１実施形態で説明したものと
同様である。
【０１３６】
　推定装置５００は、水分に関する状態の推定処理が完了すると、推定結果を表示部５６
０に表示する。推定装置５００は、例えば生体が脱水状態であると推定した場合、「危険
！脱水傾向です！」等のように注意喚起を促す表示を行う。また、推定装置５００は、推
定結果を情報処理装置３００に送信してもよい。
【０１３７】
　図１９は、推定システム４０による制御手順の一例を示すシーケンス図である。図１９
に示すシーケンス図における処理は、例えば保護者が推定装置５００を操作し、脱水状態
を推定させるためのモードを起動した場合に実行される。
【０１３８】
　推定装置５００は、図１８（Ａ）に示すように保護者により推定装置５００が乳幼児の
額に押し当てられている間に、血流測定部５１０において、第１状態における血流に関す
る情報を測定する（ステップＳ４０１）。
【０１３９】
　推定装置５００は、図１８（Ｂ）に示すように推定装置５００の押し込みが弱められた
状態において、血流測定部５１０において、第２状態における血流に関する情報を測定す
る（ステップＳ４０２）。
【０１４０】
　推定装置５００は、取得した第１状態及び第２状態における血流に関する情報に基づき
、生体の血流を算出する（ステップＳ４０３）。
【０１４１】
　推定装置５００は、第１状態及び第２状態における血流に基づいて、生体の水分に関す
る状態を推定する（ステップＳ４０４）。
【０１４２】
　推定装置５００は、ステップＳ４０４で推定した生体の水分に関する状態の推定結果を
、表示部５６０に表示する（ステップＳ４０５）。
【０１４３】
　推定装置５００は、ステップＳ４０４で推定した生体の水分に関する状態の情報を、情
報処理装置３００に送信する（ステップＳ４０６）。
【０１４４】
　情報処理装置３００は、推定装置５００から取得した水分に関する状態の情報を、記憶
部３３０に記憶する（ステップＳ４０７）。これにより、情報処理装置３００には、生体
の水分に関する状態についての情報が履歴として蓄積される。
【０１４５】
　情報処理装置３００は、水分に関する状態の情報を、端末装置４００に送信する（ステ
ップＳ４０８）。情報処理装置３００による情報の送信先となる端末装置４００の情報は
、例えば予め情報処理装置３００に登録されていてよい。
【０１４６】
　端末装置４００は、情報処理装置３００から取得した水分に関する状態の情報を、記憶
部４３０に記憶する（ステップＳ４０９）。これにより、端末装置４００には、生体の水
分に関する状態についての情報が履歴として蓄積される。
【０１４７】
　端末装置４００は、取得した水分に関する状態の情報を、報知部４６０から報知する（
ステップＳ４１０）。このとき、生体が脱水状態である場合、端末装置４００は、例えば
経口補水液の使用を促す等のアドバイスを報知してもよい。
【０１４８】
　なお、本実施形態において、推定装置５００が、第１状態及び第２状態における血流に
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基づいて、生体の水分に関する状態を推定すると説明したが、水分に関する状態の推定は
、必ずしも推定装置５００によって行われなくてもよい。例えば、推定装置５００が、取
得した第１状態及び第２状態における血流に関する情報を、情報処理装置３００に送信し
、情報処理装置３００が水分に関する状態の推定を行ってもよい。この場合、情報処理装
置３００は、推定した水分に関する状態の情報を、推定装置５００及び／又は端末装置４
００に送信してよい。
【０１４９】
　本実施形態に係る推定システム４０によっても、第１実施形態に係る推定装置１０と同
様の効果が得られる。また、本実施形態に係る推定装置５００によれば、保護者は、乳幼
児の体温とともに、脱水状態を容易に知ることができる。保護者は、推定装置５００によ
る生体の水分に関する状態の推定を定期的に行うことにより、乳幼児の脱水状態に早期に
気づくことができ、対策を取りやすくなる。なお、本開示では、推定装置５００の接触部
５０２を、乳幼児の額に接触させるとしたが、推定装置５００の適用先は、乳幼児に限定
されるものではなく、子供、大人又は老人等、任意の者であってよい。
【０１５０】
（第５実施形態）
　図２０は、第５実施形態に係る推定装置６００の使用状態の一例を模式的に示す図であ
る。推定装置６００は、本体６０１と接触部６０２とを備える。本体６０１及び接触部６
０２の機能及び構成態様は、それぞれ第１実施形態で示した押しボタンスイッチの台座部
１１及びボタン部１２と同様であってよい。すなわち、接触部６０２は、バネを介して本
体６０１と結合されており、所定の押圧力以上の押圧力で被検部位に接触すると、被検部
位により本体６０１側に押し込まれる。また、図２０の破線で示されるように、接触部６
０２には、測定部１１０が設けられる。これにより、推定装置６００において、第１実施
形態におけるボタン部１２の押下操作と同様の動作が行われる。なお、この推定装置６０
０の構成及び動作は、図２を用いて説明した構成及び動作と同様であるため、ここではそ
の説明を省略する。
【０１５１】
　本実施形態に係る推定装置６００は、ペット（動物）用の水分に関する状態の推定装置
である。ペットの飼育者は、例えば推定装置６００の接触部６０２をペットの被検部位に
押し当てて、血流に関する情報を推定装置６００に測定させる。被検部位は、例えば、ペ
ットが犬又は猫等の場合、肉球であってよい。図２０は、ペットとして猫を例に挙げる。
推定装置６００が備える機能ブロック及び推定処理は、例えば、第１実施形態に係る推定
装置１０と同様であってよいため、ここでは詳細な説明を省略する。推定装置６００は、
例えば第４実施形態で説明した推定装置５００のように、推定システムの一部として構成
されていてもよい。
【０１５２】
　本実施形態に係る推定装置６００によれば、第１実施形態に係る推定装置１０と同様の
効果が得られる。本実施形態に係る推定装置６００によれば、ペットの水分に関する状態
を知ることができる。また、推定装置６００は、水分に関する状態の推定に当たり、ペッ
トの血流を取得する。そのため、推定装置６００を用いて血流の変化を観察することによ
り、ペットの冷え性の症状を検出したり、ペットに対するマッサージの効果を可視化した
りできる。なお、本実施形態では、脱水検知の対象として犬や猫等のペットの動物とした
が、これに限定されるものではなく、豚、馬等の家畜や、象やキリン等のその他の動物で
あっもても良い。
【０１５３】
（第６実施形態）
　図２１は、第６実施形態に係る推定装置７００の一例を示す外観斜視図である。推定装
置７００は、図２１に示すように、コンピュータ操作用マウス（以下、単に「マウス」と
いう）として実現される。マウスとして構成された推定装置７００は有線又は無線により
コンピュータに接続され、操作者（被検者）はマウスを操作することにより、マウスに接
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続されたコンピュータに対して各種操作を行う。
【０１５４】
　図２１のマウスは、操作者が右手で操作を行う場合、手のひらで覆うように保持するマ
ウス本体７０１と、通常人差し指で入力操作を行う左ボタン７０２と、通常中指で入力操
作を行う右ボタン７０３とを備える。以下説明する推定装置７００としての機能を除き、
マウスは、従来周知のマウスと同様の構造及び機能を有する。なお、この推定装置７００
の構成及び動作は、図２を用いて説明した構成及び動作と同様であるため、ここではその
説明を省略する。
【０１５５】
　操作者は、マウスを用いて多様な操作を行うことができる。操作者は、マウスを用いて
、例えばクリック操作、ドラッグ操作、及びドロップ操作を行うことができる。クリック
操作は、操作者が人差し指で左ボタン７０２を押し込む操作である。ドラッグ操作は、操
作者が人差し指で左ボタン７０２を押し込んだ状態を維持したまま、マウスをスライドさ
せる（移動させる）操作である。ドラッグ操作により、コンピュータの画面上で、例えば
特定のオブジェクトの位置が移動する。ドロップ操作は、ドラッグ操作の後、操作者が人
差し指による左ボタン７０２の押し込み状態を解除（解放）する操作である。
【０１５６】
　本実施形態に係る推定装置７００は、操作者がドラッグ操作及びドロップ操作を行う際
に、操作者の血流に関する情報を測定し、測定した血流に関する情報に基づいて、操作者
の水分に関する状態を推定できる。推定装置７００において、生体の水分に関する状態の
推定処理を実行するための機能ブロックは、例えば第１実施形態における推定装置１０と
同様であるため、ここでは詳細な説明を省略する。推定装置７００において、生体（ここ
では操作者）の血流に関する情報を測定するための測定部１１０は、例えば左ボタン７０
２の表面に設けられる。推定装置７００において、生体（ここでは操作者）の血流に関す
る情報を測定するための測定部１１０は、例えば左ボタン７０２及び／又は右ボタン７０
３の表面に設けられるとしてもよい。
【０１５７】
　操作者がドラッグ操作を行うために、左ボタン７０２を押し込むと、押し込みによって
、被検部位である人差し指の腹における血流が低減された第１状態が実現される。操作者
がドラッグ操作を行っている間、生体の第１状態が維持される。推定装置７００は、測定
部において、第１状態における血流に関する情報を取得できる。操作者がドラッグ操作の
後に、ドロップ操作を行うと、人差し指の腹における押圧状態が解消されることにより、
第２状態が実現される。ドロップ操作後に、人差し指の腹が左ボタン７０２に接触した状
態であれば、推定装置７００は、測定部において、第２状態における血流に関する情報を
取得できる。すなわち、本実施形態に係る推定装置７００は、複数の操作における押し込
み状態の変化に基づいて第１の状態と第２の状態を区別する。
【０１５８】
　図２２は、推定装置７００による推定処理の一例を示すフローチャートである。
【０１５９】
　推定装置７００は、操作者によりドラッグ操作が実行されているか否かを判断する（ス
テップＳ５０１）。推定装置７００は、例えば左ボタン７０２が押し込まれた状態のまま
、マウスがスライドされた場合に、ドラッグ操作が実行されていると判断できる。
【０１６０】
　推定装置７００は、ドラッグ操作が実行されていないと判断した場合（ステップＳ５０
１のＮｏ）、ドラッグ操作が実行されたと判断するまで、ステップＳ５０１を繰り返す。
【０１６１】
　推定装置７００は、ドラッグ操作が実行されていると判断した場合（ステップＳ５０１
のＹｅｓ）、ドラッグ操作中における、第１状態の血流に関する情報を測定する（ステッ
プＳ５０２）。
【０１６２】



(23) JP 2018-108278 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

　推定装置７００は、左ボタン７０２の押し込みが解除され、ドラッグ操作が終了したと
判断すると、ドラッグ時間が所定の時間以上であるか否かを判断する（ステップＳ５０３
）。ドラッグ時間は、ドラッグ操作として左ボタン７０２が押し込まれていた時間である
。また、所定の時間は、推定装置７００が、水分に関する状態を推定するために必要な長
さ以上の時間であってよい。
【０１６３】
　推定装置７００は、ドラッグ時間が所定の時間未満であると判断すると（ステップＳ５
０３のＮｏ）、水分に関する状態を推定するために必要な血流に関する情報が測定できて
いないと判断し、ステップＳ５０１に戻る。このとき、推定装置７００は、ステップＳ５
０２で取得した血流に関する情報を破棄（記憶部から削除）してもよい。
【０１６４】
　推定装置７００は、ドラッグ時間が所定の時間以上であると判断した場合（ステップＳ
５０３のＹｅｓ）、被検部位が左ボタン７０２に接触しているか否かを判断する（ステッ
プＳ５０４）。
【０１６５】
　推定装置７００は、被検部位が左ボタン７０２に接触していないと判断した場合（ステ
ップＳ５０４のＮｏ）、第２状態における血流に関する情報を測定できないと判断して、
ステップＳ５０１に戻る。このとき、推定装置７００は、ステップＳ５０２で取得した血
流に関する情報を破棄してもよい。
【０１６６】
　推定装置７００は、被検部位が左ボタン７０２に接触していると判断した場合（ステッ
プＳ５０４のＹｅｓ）、第２状態における血流に関する情報を測定する（ステップＳ５０
５）。
【０１６７】
　推定装置７００は、ステップＳ５０２及びＳ５０５で取得した血流に関する情報に基づ
き、生体の血流を算出する（ステップＳ５０６）。
【０１６８】
　推定装置７００は、第１状態及び第２状態における血流に基づいて、生体の水分に関す
る情報を推定する（ステップＳ５０７）。
【０１６９】
　本実施形態に係る推定装置７００によっても、第１実施形態に係る推定装置１０と同様
の効果が得られる。また、本実施形態に係る推定装置７００によれば、操作者がマウスに
おいてドラッグ操作を行う際に、水分に関する状態が推定される。そのため、操作者は、
何ら意識をすることなく、コンピュータの使用時に水分に関する状態の推定を実行させる
ことができる。
【０１７０】
　なお、推定装置７００は、例えば第４実施形態で説明した推定装置５００のように、推
定システムの一部として構成されていてもよい。
【０１７１】
　また、上記説明では、測定部が左ボタン７０２の表面に設けられると説明したが、測定
部は、右ボタン７０３の表面に設けられてもよい。また、上記説明では、推定装置７００
は、ドラッグ操作及びドロップ操作が行われた際に、血流に関する情報が測定される場合
について説明したが、推定装置７００は、第１状態及び第２状態が実現されるその他の所
定の操作において、血流に関する情報を測定してよい。この所定の操作として、例えば、
ドラッグ操作及びドロップ操作のほか、クリック、クリックアンドホールド、ホールド、
ダブルクリック、ドラッグ、ドロップ、グラブ、コピー、ペースト、コピーアンドペース
ト、カット、ペースト及びカットアンドペーストなどの操作のうちの少なくとも１つであ
ってよい。
【０１７２】
　また、上記説明では、推定装置７００がマウスに適用される例を説明したが、本実施形
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態が適用されるのはマウスに限定されるものではない。本実施形態は、例えば、マウスの
他、キーボード、テンキー、操作パッド、ペンタブレット、スタイラスペン及びその他の
周辺機器のうちの少なくとも１つに適用されるとしてよい。
（第７実施形態）
【０１７３】
　次に、第７実施形態に係る推定装置について説明する。第７実施形態に係る推定装置は
、図２等を用いて説明した第１実施形態に係る推定装置１０をスマートホンに適用した実
施形態である。
【０１７４】
　図２３は、第７実施形態に係る推定装置８００の一態様を示す外観斜視図である。本実
施形態に係る推定装置８００は、例えば図２３に示すように、筐体８１０の側面に設けら
れたボタン部１２Ｂに血流センサが搭載されている。このボタン部１２Ｂが、第１実施形
態のボタン部１２に相当する。また、スマートホンに適用された推定装置８００は、図２
３に示されるように、画像を表示するディスプレイ８０１と、情報を入力する入力ボタン
８０３と、音声を出力するスピーカ８０５と、音声を収集するマイク８０７と、ボタン部
１２Ｂとを備える。
【０１７５】
　被検者は、ボタン部１２Ｂを筐体８１０に押し込むことにより、ボタンの押下操作を行
うことができる。ボタン部１２Ｂは、バネを介して筐体８１０と結合されており、被検者
が所定の押圧力以上の押圧力でボタン部１２Ｂを押し込むことにより、ボタン部１２Ｂが
押し下がり、ボタンの押下操作が行われる。なお、ボタン部１２Ｂは、バネに代えて又は
バネと共に、ゴムその他の弾性体を介して筐体８１０と結合されているとしてもよい。
【０１７６】
　また、ボタン部１２Ｂには測定部８１２が設けられている。被検者がボタン部１２Ｂを
筐体８１０に押し込むことにより、被検者に皮膚が測定部８１２に接することとなり、被
検者の血流が測定される。このボタン部１２Ｂは、例えば、ボタンを押している際に会話
できるプッシュ・トゥ・トーク（ＰＴＴ：Ｐｕｓｈ－ｔｏ－Ｔａｌｋ）機能のボタンであ
るとしてよい。もちろん、このボタン部１２Ｂとしてプッシュ・トゥ・トーク機能のボタ
ン以外にも、電源ボタン、音量ボタン、カメラのシャッターボタン、キー入力ボタン及び
その他の任意のボタンを利用することができる。
【０１７７】
　次に、第７実施形態の推定装置８００を用いた推定システム５０について図２４及び図
２５を参照して説明する。図２４は、第７実施形態の推定装置８００を用いたシステム構
成図であり、図２５は、図２４に示される推定システム５０の機能ブロック図である。
【０１７８】
　図２４に示される推定システム５０は、スマートホンとして適用された推定装置８００
と、情報処理装置９００と、端末装置４００とを備える。推定装置８００と情報処理装置
９００と端末装置４００とは、無線、有線、若しくは無線及び有線の任意の組み合わせの
ネットワークにより接続されている。
【０１７９】
　情報処理装置９００は、例えばコンピュータ等のサーバ装置として構成されることがで
きる。情報処理装置９００は、推定装置８００から取得した被検者の脱水に関する情報及
び音声情報のうちの少なくとも一方を解析する。そして、情報処理装置９００は、解析結
果を、例えば推定装置８００の被検者を管理する管理者の端末装置４００等に通知する。
この通知は、情報処理装置９００から被検者を管理する管理者のＰＣやスマートフォン等
の端末装置４００にネットワークを通じて電子メールや電話により送信するとしてもよい
。また、この通知は、郵便やＦＡＸにより管理者に通知するとしてもよいし、その他任意
の方法で通知するとしてよい。なお、端末装置４００は、被検者を管理する管理者以外の
者が利用するとしてもよい。
【０１８０】
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　情報処理装置９００は、解析した水分に関する状態及び音声情報を記憶部２３３０に記
憶してよい。情報処理装置９００は、解析した水分に関する状態の情報を、端末装置４０
０や、推定装置８００に送信するとしてもよい。情報処理装置９００は、例えば被検者が
脱水状態であると推定した場合に、その旨を通知する情報を推定装置８００に送信してよ
い。
【０１８１】
　推定装置８００と情報処理装置９００と端末装置４００の機能ブロックの構成は図２５
に示される。推定装置８００は、測定部８１２と、制御部２５２０と、記憶部２５３０と
、通信部２５４０と、表示部２５６０と、検知部２５７０と、マイク８０７とを備える。
【０１８２】
　測定部８１２は、発光部２５１１と受光部２５１２とを備える。測定部８１２、発光部
２５１１及び受光部２５１２の各機能は、それぞれ第１実施形態における測定部１１０、
発光部１１１及び受光部１１２の各機能と同様であるため、ここでは詳細な説明を省略す
る。
【０１８３】
　測定部８１２は、ボタン部１２Ｂにおいて被検部位と接触する位置（つまりボタン部１
２Ｂの表面側）に配置される。推定装置８００は、ボタン部１２Ｂが筐体８１０に押し込
まれる動作により、第１実施形態で示した押しボタンスイッチと同様の原理で、生体の第
１状態及び第２状態を実現できる。推定装置８００は、第１状態及び第２状態において、
生体の血流に関する情報を測定できる。
【０１８４】
　制御部２５２０は、推定装置８００の各機能ブロックをはじめとして、推定装置８００
の全体を制御及び管理する少なくとも１つのプロセッサ２５２１を含む。制御部２５２０
は、制御手順を規定したプログラムを実行するＣＰＵ等の少なくとも１つのプロセッサ２
５２１を含んで構成され、その機能を実現する。このようなプログラムは、例えば記憶部
２５３０、又は推定装置８００に接続された外部の記憶媒体等に格納される。プロセッサ
２５２１は、例えば第１実施形態で示したプロセッサ１２１と同様の構成であってよいた
め、ここでは詳細な説明を省略する。
【０１８５】
　制御部２５２０は、測定部８１２の制御を行い、生体の血流に関する情報を取得する。
また、制御部２５２０は、生体の血流に関する情報に基づいて、生体の水分に関する状態
を推定する。また、制御部２５２０は、マイク８０７の制御を行い、マイク８０７から入
力した音声情報をデータとして取得する。制御部２５２０は、推定した水分に関する状態
及び音声情報に基づく情報を、表示部２５６０に表示してよい。この表示部２５６０は、
例えばディスプレイ８０１である。
【０１８６】
　記憶部２５３０は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部
２５３０は、各種情報や推定装置８００を動作させるためのプログラム等を記憶する。記
憶部２５３０は、ワークメモリとしても機能してもよい。記憶部２５３０は、例えば測定
部８１２により取得された水分に関する状態及びマイク８０７により取得された音声デー
タを記憶してよい。
【０１８７】
　通信部２５４０は、情報処理装置９００及び／又は端末装置４００と有線通信若しくは
無線通信、又は有線通信及び無線通信の組合せの通信を行うことにより、各種情報の送受
信を行う。例えば、通信部２５４０は、推定装置８００が推定した生体の水分に関する状
態の情報及び音声情報を情報処理装置９００及び／又は端末装置４００に送信する。
【０１８８】
　表示部２５６０は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、又は無機ＥＬディスプ
レイ等の周知のディスプレイにより構成される表示デバイスである。本開示では、表示部
２５６０は、液晶のディスプレイ８０１である。表示部２５６０は、例えば制御部２５２
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０の制御により、推定した水分に関する状態の情報を表示する。
【０１８９】
　ここで、表示部２５６０は、例えば制御部２５２０の制御により、推定した水分に関す
る状態の情報を表示する。この表示状態について図２６を参照して説明する。図２６は、
推定装置８００が表示する画面の一例を示す概略図である。
【０１９０】
　図２６に示されるように、推定装置８００は推定した水分に関する状態が脱水の状態で
ある場合は、ディスプレイ８０１に、脱水である旨の表示や対応方法等を表示する。この
表示としては、例えば、「脱水気味です。水分補給してください。」という表示がある。
また、推定装置８００は推定した水分に関する状態以外の情報、例えば取得した音声に関
する情報等を表示するとしてもよい。
【０１９１】
　マイク８０７は、推定装置８００の利用者（被検者）が発した音声を収集する。そして
、制御部２５２０は、マイク８０７が収集した音声情報を、通信部２５４０を介して情報
処理装置９００及び／又は端末装置４００に送信する。なお、このマイク８０７は、いわ
ゆるレシーバでもよい。
【０１９２】
　検知部２５７０が有する機能は、第１実施形態における検知部１６０と同様であるため
、ここでは詳細な説明を省略する。
【０１９３】
　情報処理装置９００は、推定装置８００から水分に関する状態の情報及び音声情報を取
得する。情報処理装置９００は、例えば、取得した水分に関する状態の情報及び音声情報
を記憶部２３３０に記憶してよい。情報処理装置９００は、例えば、取得した水分に関す
る状態の情報及び音声情報を端末装置４００に送信してよい。制御部２３２０は、情報処
理装置９００の各機能ブロックをはじめとして、情報処理装置９００の全体を制御及び管
理する少なくとも１つのプロセッサ２３２１を含む。制御部２３２０は、制御手順を規定
したプログラムを実行するＣＰＵ等の少なくとも１つのプロセッサ２３２１を含んで構成
され、その機能を実現する。このようなプログラムは、例えば記憶部２３３０、又は情報
処理装置９００に接続された外部の記憶媒体等に格納される。プロセッサ２３２１は、例
えば第１実施形態で示したプロセッサ１２１と同様の構成であってよいため、ここでは詳
細な説明を省略する。
【０１９４】
　また、情報処理装置９００は、取得した水分に関する状態の情報及び音声情報を解析す
る。例えば、情報処理装置９００は、取得した水分に関する状態の情報及び音声情報を解
析結果から、推定装置８００の利用者である被検者の状態、例えば作業能率や健康状態等
を解析する。例えば、情報処理装置９００は、取得した水分に関する状態の情報が脱水を
示すものであると解析した場合、脱水について警告する情報を作成して管理者の端末装置
４００に送信する。例えば、情報処理装置９００は、取得した音声情報からが被検者が疲
労している度合いである疲労度を解析する。情報処理装置９００は、被検者の疲労度が所
定値以上であると解析した場合、被検者が疲労している旨の情報を作成して管理者の端末
装置４００に送信する。情報処理装置９００は、被検者の疲労度を、例えば、音声の大き
さを示すレベル、音声のトーン、話す速さ、話すタイミング及びその他の音声情報のうち
少なくともいずれか１つを用いて解析してよい。
【０１９５】
　端末装置４００は、情報処理装置９００から、上述の警告の情報、水分に関する状態の
情報及び音声情報のうちの少なくともいずれか１つを取得する。端末装置４００は、例え
ば、取得した水分に関する状態の情報及び音声情報を記憶部４３０に記憶してよい。端末
装置４００は、例えば、取得した水分に関する状態の情報及び音声情報を報知部４６０か
ら報知してよい。端末装置４００が備える機能ブロックは、第３実施形態と同様であるた
め、ここでは詳細な説明を省略する。
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【０１９６】
　次に、図２４に示される推定システム５０の動作について図２７を参照して説明する。
【０１９７】
　推定装置８００は、ボタン部１２Ｂが被検部位に押圧されている間に、測定部８１２に
おいて、第１状態における血流に関する情報を測定する（ステップＳ６０１）。
【０１９８】
　推定装置８００は、被検部位によるボタン部１２Ｂの押し込みが弱められた状態におい
て、測定部８１２において、第２状態における血流に関する情報を測定する（ステップＳ
６０２）。
【０１９９】
　推定装置８００は、測定部８１２において第１状態及び第２状態における血流に関する
情報を測定している間に、マイク８０７において、被検者が発した音声を収集する（ステ
ップＳ６０３）。
【０２００】
　推定装置８００は、ステップＳ６０１及びＳ６０２で取得した第１状態及び第２状態に
おける血流に関する情報に基づき、生体の血流を算出する（ステップＳ６０４）。
【０２０１】
　推定装置８００は、第１状態及び第２状態における血流に基づいて、生体の水分に関す
る状態を推定する（ステップＳ６０５）。
【０２０２】
　推定装置８００は、ステップＳ６０５で推定した生体の水分に関する状態の推定結果を
、表示部２５６０に表示する（ステップＳ６０６）。
【０２０３】
　推定装置８００は、ステップＳ６０５で推定した生体の水分に関する状態の情報と、ス
テップＳ６０３で取得した音声情報とを、情報処理装置９００に送信する（ステップＳ６
０７）。
【０２０４】
　情報処理装置９００は、推定装置８００から取得した水分に関する状態の情報と、音声
情報とを解析する（ステップＳ６０８）。例えば、情報処理装置９００は、被検者の疲労
度を解析する。
【０２０５】
　情報処理装置９００は、ステップＳ６０８における解析結果を、端末装置４００に送信
する（ステップＳ６０９）。
【０２０６】
　端末装置４００は、情報処理装置３００から解析結果を報知する（ステップＳ６１０）
。これにより、端末装置４００は、被検者の状態を管理者に報知できる。
【０２０７】
　このように、第７実施形態の推定装置８００は、第１実施形態の推定装置１０と同様の
効果を得ることができる。また、第７実施形態の推定装置８００は、スマートホンのよう
に携帯性にすぐれた機器に適用されるため、さらにユーザの利便性を向上させることがで
きる。また、第７実施形態の推定装置８００は、脱水に関する情報や音声情報を情報処理
装置９００に送信することができる。そして、情報処理装置９００は取得した脱水に関す
る情報や音声を解析して管理者の端末装置４００等に情報を送信できる。そのため、推定
システム５０によれば、管理者は、被検者の状態、例えば脱水状態や被検者の疲労度等の
状態に関する情報をより適切に管理することができる。
【０２０８】
　なお、上記第７実施形態では、推定装置８００が取得した血流の情報に基づいて水分に
関する状態を推定しているが、本開示はこれに限定されない。例えば、推定装置８００が
、取得した血流の情報を情報処理装置９００に送信し、情報処理装置９００が、取得した
血流の情報に基づいて水分に関する状態を推定するとしてもよい。また、推定装置８００
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及び情報処理装置９００の双方が、取得した血流の情報に基づいて水分に関する状態を推
定するとしてもよい。
【０２０９】
　なお、上記第７実施形態において、被検者が推定装置８００のボタン１２Ｂを押すタイ
ミングについてはさまざまなタイミングとすることができる。例えば、被検者が任意のタ
イミングで押してもよい。また、推定装置８００が所定時間又は所定時間毎（例えば一時
間毎）にアラーム等の通知を行って、被検者にボタン１２Ｂを押すタイミングを通知して
もよい。この場合、推定装置８００は、ユーザの状態、例えば脱水状態や被検者の健康等
の状態に関する情報をより適切に管理することができる。
【０２１０】
　本開示を完全かつ明瞭に開示するためにいくつかの実施形態に関し説明してきた。しか
し、添付の請求項は、上記実施形態に限定されるべきものでなく、本明細書に示した基礎
的事項の範囲内で当該技術分野の当業者が創作しうるすべての変形例及び代替可能な構成
を具現化するように構成されるべきである。また、いくつかの実施形態に示した各要件は
、自由に組み合わせが可能である。
【０２１１】
　例えば、上記第３実施形態及び第４実施形態において、端末装置４００は、情報処理装
置９００の機能を有して構成されていてもよい。この場合、測定装置２００又は推定装置
５００は、情報処理装置９００の機能を有する端末装置４００と直接通信を行ってよい。
【０２１２】
　また、上記各実施形態は、図５及び図６等を参照して説明したように、血流量のグラフ
から近似した直線の傾きが所定の角度未満であるか否かや、生体の血流量が略一定になる
までにかかった時間に基づいて、生体が脱水状態であるか否かを推定している。そして、
この所定の角度や時間は、例えば、予め記憶部１３０に記憶されていてもよく、被検者の
性質（身長、体重、年齢及び性別等）に応じて適宜設定されてもよいとしている。本開示
において所定の角度や時間の算出はこれに限定されるものではない。例えば、推定装置、
及び／又は推定装置とネットワークにより接続された情報処理装置が、本開示の推定装置
を利用する被検者の血流の測定データや、本開示の推定装置を利用する被験者以外の者の
血流の測定データを収集しておき、これら測定データの平均値や統計データ等を利用して
この所定の角度や時間が設定されるとしてもよい。この被検者の血流の測定データや、本
開示の推定装置を利用する被験者以外の者の血流の測定データは複数であってもよい。ま
た、この所定の角度や時間は、例えば、血流の測定場所、測定した場所の温度、測定した
場所の湿度、などさまざまな測定条件に基づいて分類されて出力されるとしてもよい。
【符号の説明】
【０２１３】
　１、１０、２０、５００、６００、７００、８００　推定装置
　１１　台座部
　１２、１２Ｂ　ボタン部
　１２ａ　上面
　２０Ａ、８１０　筐体
　２１　挿入孔
　３０、４０、５０　推定システム
　１１０、２１０、８１２　測定部
　１１１、２１１、５１１、２５１１　発光部
　１１２、２１２、５１２、２５１２　受光部
　１２０、２２０、３２０、４２０、５２０、２３２０、２５２０　制御部
　１２１、２２１、３２１、４２１、５２１、２３２１、２５２１　プロセッサ
　１３０、２３０、３３０、４３０、５３０、２３３０、２５３０　記憶部
　１４０　報知部
　１５０　押圧部
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　１６０、２６０、５７０、２５７０　検知部
　２００　測定装置
　２４０、３４０、４４０、５４０、２５４０　通信部
　３００、９００　情報処理装置
　４００　端末装置
　４５０　入力部
　４６０　報知部
　５０１、６０１　本体
　５０２、６０２　接触部
　５１０　血流測定部
　５５０　体温測定部
　５６０、２５６０　表示部
　７０１　マウス本体
　７０２　左ボタン
　７０３　右ボタン
　８０１　ディスプレイ
　８０３　入力ボタン
　８０５　スピーカ
　８０７　マイク
　Ｆ　指先
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